
令 和 ６ 年 １ 月 １ ０ 日 

第２回芦屋市被災地支援対策本部会議

議  題 

《 報 告 事 項 》 

１ 「令和６年 能登半島地震」関連ＨＰの設定について （企画部市長公室）

・トップページに小バナーを設置し、上記事項に関連する情報を一括して掲載する。掲載内容について

は、政策推進課と調整の上設定する。 

２ 職員の派遣について                      （総務部総務室）

・職員の派遣（避難所運営等）については、庁内での調整を進め、要請があり次第、派遣することとす

る。現在、最短で 11 日（木）に 2名派遣することで県と調整している。

３ 保健師の派遣について （こども福祉部福祉室） 

・保健師の派遣については、各所管（総務部総務室、市民生活部市民室、こども福祉部福祉室・こども

家庭室）の調整において、要請があり次第、派遣できる体制が準備できている。

４ 能登半島地震に伴う市営住宅への被災者受入等について（都市政策部都市戦略室）

・受入内容 地震に伴う被災者に対して、希望者があれば、市営住宅の一部を目的外使用として許可し

ようとするもの。 

・目的外使用する市営住宅 (1)戸数：3戸程度 

             (2)対象住宅：大東町住宅 

             (3)住戸タイプ：3DK 

・受入時期 令和 6年 1月 9日から対応可能

５ 応急危険度判定士の派遣について （都市政策部都市戦略室） 

・応急危険度判定士の派遣については、要請があり次第、派遣できる体制が準備できている。 

６ 令和 6 年能登半島地震 職員派遣報告について（都市政策部都市基盤室） 

 ・派遣日程 令和 6年 1月 4日（木）から 1月 8日（月） 

・派 遣 先 石川県 羽咋市、輪島市、珠洲市（能登半島） 

・従 事 者 防災安全課職員 3 名 

・内  容 被災地への支援を迅速かつ的確に行うための１次情報を収集し、今後の被災地支援に活か

すため、阪神・淡路大震災の際に応援いただき、人的被害の大きかった自治体を中心に先

遣隊を派遣したもの。見舞状及び見舞金目録を各市・各市議会に手渡した。 

・被害状況 別添資料の通り 

７ 令和６年能登半島地震への応急給水支援について （上下水道部） 

・目 的 被災地で応急給水支援を行うもの。 

・日 時 日本水道協会（日水協）関西地方支部の要請に応じて給水車及び人員を派遣する予定。現

時点（1月 9日（火））においては、出発準備を整えつつ指示を待っている状況。 

・派 遣 先 石川県の被災自治体（穴水町
あなみずまち

又は能登
の と

町
ちょう

の可能性） 

※日水協からの要請内容により決まります。 



・派遣内容 水道管理課、水道業務課、水道工務課職員から 2名ずつ派遣予定 

現地活動用車両として給水車 1台、ライトバン１台を投入予定 

・派遣期間 日水協からの要請期間に従う。 

＜兵庫県内水道事業体の活動状況及び予定＞ 

 1/4（木） ～ 1/6（土） 神戸市（1/3 は移動日）3泊 4日 

 1/7（日） ～1/11（木） 豊岡市（1/6 は移動・引継日）5泊 6日 

 1/12（金）～1/18（木） 西宮市（1/11 は移動・引継日）7泊 8日 

・そ の 他 発災後、神戸市（神戸ブロック）が 1月 3日（木）に出発して石川県穴水町で活動を行い、

1月 7日（日）から豊岡市（但馬ブロック）が引き継いでいるとの情報を得ている。今後は、

現在、豊岡市が行っている支援枠を、1月 12 日（金）から西宮市（阪神ブロック）が引き

継ぎ、以後、1週間スパンで兵庫県支部の各ブロック（神戸、阪神、東播磨、西播磨、淡路、

丹波、但馬）から順次派遣する方針となっている。本市においても日水協阪神支部からの

派遣要請に即応できるよう、出発準備を維持する。 

８ 令和６年能登半島地震への支援について （市議会事務局）

・1 月 5 日に下記 3 自治体に見舞状及び見舞金目録をお渡ししたので報告する。なお、見舞

状及び見舞金目録は 1 月 4 日に派遣された都市政策部都市基盤室の先遣隊へ預けた。

・支援先/金額 石川県羽咋市/10 万円、

石川県輪島市/10 万円

石川県珠洲市/10 万円

《 連 絡 事 項 》 

１ 令和６年能登半島地震兵庫県義援金募集への協力について （こども福祉部福祉室）

・募金箱設置箇所 本庁舎北館受付、地域福祉課、市民活動センター、ラポルテ市民サービスコーナ

ー、保健福祉センター、市民センター、体育館・青少年センター、図書館、芦屋病

院 

・募 集 期 間 令和 6年 1月 4日（木）から令和 6年 4月 30 日（火）  

・委員会構成団体 別紙資料に記載の通り  

・口座振り込み等への対応について 別紙資料の通り、令和 6 年能登半島地震災害義援金の受付口座が設置されているの

で、市民から口座振り込みのご希望がありましたらご案内をお願いする。  

・そ の 他 (1) 所管する各団体の集会等で、義援金募集に関する案内をお願いする。 

(2) この義援金は、税法上の優遇措置（特定寄附金控除）の対象となる予定。 

(3) 領収書を希望される方は、兵庫県 HP より申請が必要。  

（※募金箱への募金は領収証を発行できない）  



【支援対策本部会議資料】 

令和 ６年  １月 １０日 

 都市政策部都市基盤室 

令和 6年能登半島地震 職員派遣報告について 

１ 派遣日程  令和 6年 1月 4日（木）から 1月 8日（月） 

２ 派 遣 先  石川県 羽咋市、輪島市、珠洲市（能登半島） 

３ 従 事 者  防災安全課職員 3 名 

４ 内   容  被災地への支援を迅速かつ的確に行うための１次情報を収集し、今後

の被災地支援に活かすため、阪神・淡路大震災の際に応援いただき、

人的被害の大きかった自治体を中心に先遣隊を派遣したもの。 

          見舞状及び見舞金目録を各市・各市議会に手渡した。 

５ 被災地状況 

【道路状況】 

○亀裂や陥没などが多く、がれき等の落下物が多いため、走行にかなり神経を使う。

途中タイヤパンクしている車を何度も目撃した。 

○スペアタイヤ、スタッドレス、タイヤチェーンの準備が必須。 

○道路状況が悪く通常の４倍程度の時間が掛かる。 

○穴水町以北の道路状況は特に悪い。 

○主要道路は啓開が進みつつあるが、細街路は道路の啓開が必要な状態。 

【物資】 

○物資は届きつつあるが、仕分けや避難所等への輸送ができていない状況。 

【衛生環境】 

○穴水町以北はほぼ全域断水していると思われ、トイレの横には用を足した袋等が散

乱しており、衛生状態は悪い。 

【給水】 

○上下水道施設については、現時点で被害の全貌が把握できておらず、復旧見込も

たたない状況。浄水施設が破損しており、貯留施設も無いため、応急給水の応援の

受け入れも困難とのこと。（輪島市） 

○応急給水は日本水道協会を通して支援を受ける予定。支援してもらえるなら日本水

道協会経由で実施して欲しい。（珠洲市） 

【災害ゴミ】 

○災害廃棄物の処理は 1月 6日に環境省と打ち合わせを行った。災害ゴミについて

は今後しばらくしてからの課題である。（珠洲市） 

６ 今後の対応について 

 兵庫県はカウンターパート方式により石川県珠洲市を支援することから、県と調整を 

とりながら人の手立てを進める。 

先遣隊からの道路状況や被災地状況を、県及び阪神間各市と共有しながら、被災地

支援を進めていくこととする。 

以 上 
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【庁議資料】 

令和６年１月１０日 

こども福祉部福祉室 

令和６年能登半島地震兵庫県義援金募集への協力について

令和６年１月１日に発生した能登半島を震源とする地震により、各地に甚大な被害をもたらし

ました。

阪神・淡路大震災の際、多くのご支援をいただき、その善意に励まされ、互いに助け合う

ことの大切さを学んだことを受け、このたびの地震災害についても被災者等を支援するため、

兵庫県と県議会、地方４団体等が中心となり、民間団体の協力のもと、「令和６年能登半島地

震兵庫県義援金募集委員会」が設立されました。 

 本市も、この趣旨に賛同し、義援金を募集することとし、下記のとおり募金箱を設置しま

すので、ご協力をお願いします。 

記 

１ 募金箱設置箇所 

  本庁舎北館受付、地域福祉課、市民活動センター、ラポルテ市民サービスコーナー、 

保健福祉センター、市民センター、体育館・青少年センター、図書館、芦屋病院 

以上の９箇所 

２ 募集期間 

  令和６年１月４日（木）から令和６年４月３０日（火） 

３ 委員会構成団体 

  別紙資料に記載の通り 

４ 口座振り込み等への対応について 

  別紙資料の通り、令和６年能登半島地震災害義援金の受付口座が設置されておりますので、

市民から口座振り込みのご希望がありましたらご案内ください。 

５ その他 

 (1) 所管する各団体の集会等で、義援金募集に関する案内をお願いします。 

(2) この義援金は、税法上の優遇措置（特定寄附金控除）の対象となる予定です。 

(3) 領収書を希望される方は、兵庫県 HP より申請が必要です。 

（※募金箱への募金は領収証を発行できません） 

６ 問い合わせ

  こども福祉部福祉室地域福祉課管理係 堂ノ前・渡邊（内線 ２５９２／２５９７） 



阪神・淡路大震災の被災地から 

令和６年能登半島地震災害の被災者にご支援を！ 
 兵庫県と兵庫県議会、地方４団体が中心となり、民間団体の協力を得て「令和６年能登半島地

震兵庫県義援金募集委員会」を設立し、被災者支援のための義援金の募集を行っています。 

 阪神・淡路大震災では、国内外から多くの支援をいただき、互いに助け合うことの大切さを学

びました。この教訓を生かし、大規模災害を経験した被災地として、温かいご支援をお願いしま

す。 

義援金募集期間 令和６年１月４日（木）から４月30日（火） 

義援金募集方法 下記口座への振込み、もしくは募金箱にお願

いいたします。 

口座：三井住友銀行 兵庫県庁出張所 

   普通 ３２９４６０２ 

名義：令和６年能登半島地震兵庫県義援金募集委員会

○ 振込手数料については、三井住友銀行各店舗窓口・ATM、SMBCインターネットバンキングから

の入金は無料です（ただし、法人のインターネットバンキングは除く）

○ この義援金は、税法上の優遇措置（特定寄附金控除）の対象となる予定です。 

○ 募金箱は、県庁１～３号館のロビー、地方機関、県内市町庁舎等に順次設置します。 

○ 領収証を希望される方は、兵庫県HPより申請願います。 領収証申込フォーム

（※募金箱への募金は領収証を発行できません）           はこちら→ 

HP：https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1704276367071

義援金の使途 令和６年能登半島地震の被災者支援に充てます

構 成 団 体 
兵庫県、兵庫県議会、兵庫県市長会、兵庫県市議会議長会、兵庫県町村会、兵庫県町議

会議長会、日本赤十字兵庫県支部、兵庫県共同募金会、兵庫県社会福祉協議会、神戸新

聞厚生事業団、兵庫県商工会議所連合会、兵庫県商工会連合会、株式会社ラジオ関西、

株式会社サンテレビジョン（計14団体・順不同） 

お 問 い 合 せ 先

令和６年能登半島地震 

災害義援金 募 集！ 

令和６年能登半島地震兵庫県義援金募集委員会事務局 

（兵庫県危機管理部総務課内） 

TEL 078-341-7711(内線3133・3159) FAX  078-362-9914 












